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測量・設計業務

第 １ 章 総 則

第１条 共通仕様書の適用

本業務の施行にあたっては、青森県県土整備部制定「測量業務共通仕様書」、「設

計業務等共通仕様書」によるほか、特記仕様書に基づき実施しなければならない。

共通仕様書と特記仕様書が一致しない条項は、特記仕様書が優先する。

第２条 委託業務日数又は履行期限

履行期限 令和 ８ 年 ３ 月 ６ 日

第３条 照査技術者

本業務については、照査技術者を配置すること。

第４条 打ち合わせ等

業務着手時、設計業務の主要な区切り及び業務完了時において行う打ち合わせは、

３回とする。なお、打ち合わせには、管理技術者及び照査技術者が立ち会うものと

する。

第５条 設計業務計画

本業務における業務計画書は、第１回打合せ後。速やかに提出するものとする。

第６条 資料の貸与

貸与する図書及びその他の関係書類は、下記のとおりとする。

第７条 履行報告

受注者は、契約書第１５条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式に基づき

作成し、調査職員に提出するものとする。

第８条 参考資料

特記仕様書の外に提示する「参考資料」は、指名参加業者の迅速な見積りに対し

ての一資料であり、委託契約上は拘束力を生じさせるものではないことに留意して

下さい。



第 ２ 章 業 務 内 容

第１条 測量作業条件

測量作業条件は、下記のとおりとする。

工 種 作 業 条 件

第２条 設計条件

設計条件は、下記のとおりとする。なお、項目に変更が生じた場合は、監督職員と

協議するものとする。

工 種 作 業 条 件

第４条 提出書類

共通仕様書に定める提出書類のほか、別表に定めるとおりとする。

第５条 支給材料及び貸与品

共通仕様書第７条に定める支給材料及び賃与品は次のとおりである。

１. 基準点測量

４級基準点測量

２．現地測量

現地測量

３、路線測量

作業計画

縦断測量

横断測量

４、河川測量

河川定期横断

５、打合せ協議

１. 橋梁補修設計 N＝1橋

現地調査（劣化損傷図作成含む）、防護柵補修設計、排水装置補修設計

主桁表面処理設計、主桁補修設計、施工計画、関係期間との協議資料作成

２. 打合せ協議 Ｎ＝３回

１．品 名

２．数 量

３．品 質・品 等

４．規 格・性 能

５．引 渡 場 所

６．引 渡 時 期

７．使用方法場所



第 ３ 章 成 果 品

第１条 成果品の提出

成果品は共通仕様書で定める他、次の物を提出すること。

１．電子媒体（CD-ROM） ２ 部

２．紙媒体（簡易なファイルに閉じたもの、図面含む） ２ 部


